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eスポーツ実証事業 企画提案コンペ仕様書 

 

１ 事業の趣旨 

eスポーツは、年齢や性別・国籍・障害等の壁を超えて誰もが参加出来るコンテ

ンツとして注目されている。市場規模やファンの人口は年々増加を続けており、

地域経済や交流人口の拡大につながる大きな可能性を有している。本県では、こ

うしたeスポーツのポテンシャルを地域課題解決に活用するため、地域でeスポー

ツイベント等をモデル的に開催し効果を検証する｢eスポーツ実証事業｣（以下「事

業」という。）を実施する。 

 

２ 契約期間 

契約締結の日から令和５年３月31日まで 

 

３ 委託金額 

2,000 千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 委託業務の内容 

イベント参加者の募集・連絡調整、ゲスト・MC の招聘・連絡調整、台本作成、会

場の確保・設営・撤去、タイトルの使用許諾調整、賞品の調達、スタッフの確保、

広報周知、その他イベント実施に必要な業務、アンケートによる調査分析等を行う

こと。 

【イベント】 

(１) 企画・運営 

 ・企画・運営にあたっては、e スポーツを活用することで、開催地の集客力を高め

地域の賑わいづくりに資するイベントとなるよう工夫すること。 

 ・遠隔地と同時接続できる eスポーツの利点を活かし、２拠点以上の会場でオンラ

イン対戦をするなど、eスポーツの特性を活かしたイベントとすること。 

・本格的なタイトルでメインプログラムを構成し、サブとして、例えば親子で参加

できるミニ大会や、e スポーツに触れたことがない女性の参加を促すための取組

など、裾野拡大に資する取組も実施すること。 

・e スポーツの魅力発信に寄与するデモンストレーションを企画に組み入れること。 

・必要に応じて地元企業や観光協会等と連携するなど、効果的に地域活性化を図る

ための工夫をすること。 

・各拠点に MC やゲストを招聘し集客性を高めること。 

・e スポーツ人材育成の観点から、県内 e スポーツ専門学校や高校等の生徒の参画

を得て運営等を行うこと。 

(２) 会場の確保 

  ・少なくとも 1拠点は 50 名程度以上収容可能な会場を確保し、連絡調整を行うこ

と。 

  ・少なくとも１拠点は総人口 10 万人以下の市町に会場を設けること。 
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  ・会場はアクセスの利便性を考慮した立地とするほか、オープンスペースでの開

催とするなど集客性を高めるよう工夫すること。 

(３) 会場設営・撤収 

  ・ゲーム機器、大型モニター、音響機器、ステージ、机・椅子など、イベントに必

要な会場設営・撤収を行うこと。 

 (４) ライブ中継 

  ・対戦の様子は実況とともに Youtube 等でライブ配信し、誰もが容易に視聴でき

る体制を構築すること。 

  ・ライブ配信では、兵庫の紹介を挟むなど県の魅力発信に資する要素を取り入れ

ること。 

(５) 参加者の募集・連絡調整 

  ・参加者は少なくとも 30 名程度以上確保するよう調整すること。 

(６) 賞品の調達 

・地域性を企画に盛り込むため、賞品は県の地場産品等を調達し、上位入賞者に

授与すること。 

 (７) 使用タイトルの選定 

 ・集客力のあるタイトルから候補を選定し、委託事業者決定後に事務局とも調整

の上使用タイトルを決定すること。 

  ・流血等の過激な描写があるゲームタイトルは使用しないこと。 

(８) 広報周知 

  ・SNS、HP、ポスター、チラシ、専門誌への掲載、プレスリリース等によりイベン

トを広く周知すること。 

(９) 新型コロナウイルス感染症対策 

  ・イベント実施にあたっては、県のガイドラインに基づき、必要に応じて感染症

対策を行うこと。 

(10) PR 動画 

  ・当日の様子を記録した２～３分程度の PR 用動画を作成し、県に提出すること。 

【アンケート調査】 

  ・イベントの効果を分析するためのアンケートを作成し、参加者や来場者に対す

る調査を実施すること。アンケートの作成にあたっては、経済効果、集客効果、

今後にニーズが測定できる項目を盛り込み、事務局と内容を十分に調整するこ

と。 

  ・アンケート結果を分析し事務局へ報告すること。 

【その他】  

・自主事業の実施や一部経費の自己負担等により、官民連携の趣旨に沿った提案

となるよう配慮すること。 
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５ 事業実施上の留意点 

(１) 契約の締結 

本コンペは受託者を選定するために行うものであり、事業内容は改めて委託者と

受託者において協議し、契約締結時の仕様書に反映する。このとき、事業の目的を

達成するため、委託者の指示により仕様書の内容の追加、変更を行うことがある。 

(２) 事業の履行 

受託者は、事業の履行にあたり、委託者の指示に従うとともに、委託者と密に連

絡調整、協議し、適切なスケジュール管理を行わなければならない。また、事業の

実施にあたり適用を受ける法令、規定、基準、指針等については、これを遵守しな

ければならない。 

(３) 信頼性及び安全性の確保 

受託者は、事故及びデータの漏洩・滅失等の予防に十分留意し、事業の信頼性及

び安全性の確保に努めなければならない。 

(４) 機密の保持 

受託者は、事業を通じて知り得た情報を契約以外の目的に利用し、第三者に提供

してはならない。また、事業に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、そ

の他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同

様とする。 

(５) 個人情報の保護 

受託者は、事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合、兵庫県個人情報保護条

例を遵守しなければならない。 

(６) 再委託 

・受託者は、業務の全部又は総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

・受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ（以下「再委託等」と

いう。）てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再

委託等を行う業務の範囲等（以下「再委託等に関する事項」という。）を記載した

再委託の必要性がわかる書面を委託者に提出し、承認を得た場合は、承認した範

囲の業務を第三者（以下「承認を得た第三者」という。）に再委託等することがで

きる。 

・委託者が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、

受託者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなけれ

ばならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 

・受託者は、業務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合（３

次委託等）には、委託者に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した

書面を提出し、委託者の書面による承認を受けなければならない。なお、４次委

託等以降も同様とする。 
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・再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、受託者は、改めて再委託

等に関する事項が記載された書面を提出し、委託者の承認を受けなければならな

い。 

・受託者は、業務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を

得た第三者の行為について、委託者に対し全ての責任を負うものとする。 

(７) 実績報告書の提出 

受託者は事業の終了後、実績報告書を提出する。 

(８) 成果品の利用 

事業で得られた著作物等の成果品の所有権、著作権、利用権は、全て委託者に帰

属する。委託者は、成果品を期間の制限なく、無償で、自ら使用するために必要な

範囲内で公開し、放送するなど、随時利用できることとする。 

(９) その他 

受託者は、この仕様書に記載のない事項や事業の履行にあたり疑義が生じた場合

は、委託者と協議し、その指示に従うこととする。 

 

 


